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高知県告示第475号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第54条第 2 項の規定により、精神通院

医療を担当する指定自立支援医療機関として次のとおり指定し

た。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称

病院通薬局さく

ら店

エール薬局医大

前店

調剤薬局ツルハ

ドラッグ朝倉店

つちばし薬局あ

ぞの店

大井田薬局

さわやか薬局

医療機関の所在地

高知市九反田 3－ 9

南国市岡豊町小蓮1174－

5

高知市若草町16番40号

高知市薊野東町 9－34

宿毛市中央一丁目 5番18

号

宿毛市平田町戸内1747番

精神通院

医療に関

係がある

診療科名

指定

年月

日

平成

25年

9月

1日

〃

平成

25年

10月

1日

平成

25年

11月

1日

平成

25年

12月

1日

〃

さわやか薬局出

口店

訪問看護ステー

ション心愛

あとむ薬局旭店

有限会社サンフ

ァーマシーみな

みかぜ薬局

日本調剤宝永薬

局

さなだクリニッ

ク

つちばし薬局は

りまや店

高知調剤薬局や

す店

グリーンハーツ

訪問看護ステー

ション四万十

あじさい薬局鴨

部店

地

幡多郡黒潮町出口1040番

地

須崎市浦ノ内東分124番

1

高知市南元町26番 1

土佐清水市越前町 5番23

号 2

安芸市宝永町 7番14号

高知市南はりまや町一丁

目17番27号　はりまや館

101

高知市南はりまや町一丁

目17番27号　 1Ｆ

香南市夜須町坪井25－ 3

四万十市中村大橋通七丁

目12－15

高知市鴨部二丁目 2－ 7

心療内科

神経内科

精神科

〃

〃

平成

26年

1月

1日

平成

26年

2 月

1日

平成

26年

3月

1日

平成

26年

4月

1日

〃

平成

26年

5月

1日

〃

平成

26年

6月

1日
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なでしこ薬局

あとむ薬局みそ

の店

医療法人田井医

院

ケアーズ訪問看

護リハビリステ

ーション土佐

ケアーズ訪問看

護リハビリステ

ーション香美

訪問看護ステー

ションこうせい

訪問看護ステー

ション奥郷

たけい薬局

医療法人前田会

訪問看護ステー

ションおち

医療法人仁泉会

朝倉病院

医療法人地塩会

南国中央病院

医療法人巧会つ

つい脳神経外科

メディカル薬局

うぐるす店

らいふ調剤薬局

さんばし店

調剤薬局ツルハ

ドラッグ須崎東

店

医療法人恕泉会

リハビリテーシ

ョン病院すこや

かな杜

フォレスト調剤

薬局知寄町店

エール薬局たか

おか店

具同調剤薬局

もも薬局

てのひら訪問看

護リハビリテー

ション

訪問看護ステー

ションみなみ風

訪問看護ステー

ションあおぞら

こなつ薬局

高知調剤薬局日

章店

訪問看護ステー

ションあさひ

高知調剤薬局帯

屋町店

えがお薬局

くろしお薬局イ

ンター店

訪問看護ステー

ションはる

ライオン薬局わ

じき店

高知市仁井田4350－ 5

高知市三園町234番

土佐郡土佐町田井1457

土佐市高岡町乙1179番地

21号　YMマンション203

号

香美市土佐山田町宝町四

丁目 4番32号　YSマンシ

ョン111号室

高知市葛島一丁目 9－50

室戸市元甲1076

高知市伊勢崎町13番 9号

高岡郡越知町越知甲2144

番地 1

高知市朝倉丙1653－12

南国市後免町三丁目 1－

27

安芸市本町二丁目 2番 1

号

高知市鵜来巣11－38－10

高知市桟橋通二丁目12番

5号

須崎市桐間西110

高知市春野町芳原字北東

原1316番 1

高知市二葉町 1番 4号

土佐市高岡町甲1893－ 1

四万十市具同田黒二丁目

149

安芸郡安田町安田1751

高知市若草町16番 5号　

A棟

高知市長浜1624番地 4　

アーバンハイツK&N 3 Ｆ

303号

香南市赤岡町569番地 3

高知市桟橋通一丁目10－

6　アステールK105号

南国市田村乙2040－ 3

高知市塚ノ原43

高知市帯屋町二丁目 2番

9号　帯屋町CENTRO 2 階

2 － 1－Ａ

高知市大津乙1874－10

高知市杉井流 6番28号

高知市大津乙1941－ 1　

Ａクイック 1Ｆ

安芸郡芸西村和食甲4683

精神科

神経内科

消化器内

科

整形外科

リハビリ

テーショ

ン科

脳神経外

科

内科

リハビリ

テーショ

ン科

整形外科

神経内科

脳神経外

科

〃

平成

26年

7月

1日

平成

26年

8 月

1日

〃

〃

平成

26年

9月

1日

平成

26年

10月

1日

平成

26年

11月

1日

平成

26年

12月

1日

平成

27年

1月

1日

〃

平成

27年

2 月

1日

〃

〃

〃

平成

27年

4月

1日

〃

〃

〃

〃

〃

平成

27年

5月

1日

〃

平成

27年

6月

1日

〃

平成

27年

8 月

1日

平成

27年

9月

1日

平成

27年

10月

1日

〃

平成

27年

11月

1日

平成

27年

12月

1日
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だいいちリハビ

リテーション病

院

脳外科・内科高

知東クリニック

らいむ薬局

四国調剤しのの

め薬局

四国調剤たかす

薬局

四国調剤はるの

薬局

四国調剤ふくい

薬局

四国調剤やえも

ん薬局

四国調剤よさこ

い薬局

四国調剤くれだ

薬局

四国調剤山北薬

局

アルファ薬局香

南店

有限会社サンフ

ァーマシーはる

かぜ薬局

株式会社帯屋町

薬局

四国調剤四万十

薬局

ブルークロスさ

くら薬局

ふくいの訪問看

護ステーション

医療法人祥星会

佐賀診療所

あとむ薬局土佐

道路店

むこせ薬局

訪問看護ステー

ションナースケ

アⅡ

四万十町国民健

康保険大正診療

所

訪問看護ステー

ションデューン

高知

エール薬局おお

つき店

のいちご薬局

高知市九反田 2番14号

南国市篠原161番 4

南国市篠原162－ 4

高知市東雲町 8番48号

高知市高須二丁目18－ 5

高知市春野町芳原1316－

2

高知市福井扇町1179－ 1

高知市北久保 2－39

高知市塚ノ原 1

南国市久礼田101－13

香南市香我美町山北1305

－ 2

香南市赤岡町2067－ 1

高知市大川筋二丁目 5－

45

高知市帯屋町二丁目 4－

7－102

四万十市渡川一丁目 2番

51号

香美市土佐山田町117－

22

高知市福井町855番地11

幡多郡黒潮町佐賀746番

地 1

高知市城山町209番 1

香美市土佐山田町西本町

二丁目 3番 6号

高知市葛島二丁目 3－45

　T'SⅡ201

高岡郡四万十町大正459

－ 1

高知市新本町二丁目 1番

1号　ファーストステー

ジ203号室

幡多郡大月町鉾土34－ 3

香南市野市町東野354番

地16

精神科

内科

脳神経外

科

内科

消化器内

科

精神科

心療内科

内科

平成

28年

1月

1日

〃

〃

平成

28年

2 月

1日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平成

28年

3月

1日

平成

28年

4月

1日

〃

 

〃

〃

〃

平成

28年

5月

1日

〃

〃

〃

平成

28年

6月

1日

平成

28年

7月

1日

〃

平成

28年

8 月

1日

高知県告示第476号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとおり精神

通院医療を担当する指定自立支援医療機関から名称の変更につい

て届出があった。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

区分

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更

年月

日

平成

25年

9月

1日

〃

平成

25年

11月

1日

平成

27年

4月

1日

平成

28年

2 月

1日

医療機関の

名称

エール薬局

おこう店

おこう薬局

エール薬局

医大前店

ハロー薬局

こくぶ川店

ワタキュー

薬局須崎店

フロンティ

ア薬局須崎

店

田辺病院

愛幸病院

山本病院

医療法人佐

和恵会やま

もと病院

精神通院

医療に関

係がある

診療科名

医療機関の所在地

南国市岡豊町小蓮

390－ 3

南国市岡豊町蒲原39

番10

須崎市横町 8－ 1

高知市入明町14番 2

号

室戸市羽根町乙1392
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変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

〃

〃

〃

〃

有限会社ア

ルファ薬局

アルファ薬

局

あさひ薬局

四国調剤あ

さひ薬局

あさひ薬局

2号店

四国調剤あ

さひ薬局 2

号店

ケアーズ訪

問看護リハ

ビリステー

ション土佐

訪問看護ス

テーション

虹心

高知市中宝永町 7番

5号

香美市土佐山田町東

本町四丁目 1－36

香美市土佐山田町東

本町二丁目 2－41

土佐市高岡町乙1179

番地21号　YMマンシ

ョン203号室

高知県告示第477号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとおり精神

通院医療を担当する指定自立支援医療機関から所在地の変更につ

いて届出があった。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第478号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第65条及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働

省令第19号）第64条の規定に基づき、次のとおり精神通院医療を

担当する指定自立支援医療機関から指定の辞退について申出が

あった。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第479号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63条第 1号の規定に

より、次のとおり精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関

から業務の廃止について届出があった。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

区分

変更前

変更後

医療機関の

名称

しのはら薬

局入明店

精神通院

医療に関

係がある

診療科名

変更

年月

日

平成

25年

11月

18日

医療機関の所在地

高知市入明町 1－14

高知市入明町 5－ 1

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

あおぞら薬

局

フルール薬

局

高知県立あ

き総合病院

訪問看護ス

テーション

心愛

訪問看護ス

テーション

キセキレイ

合資会社ヒ

ューマンす

くも薬局

ケアーズ訪

問看護リハ

ビリステー

ション土佐

平成

25年

12月

23日

平成

26年

3月

3日

平成

26年

3月

30日

平成

26年

5月

15日

平成

27年

3月

1日

平成

27年

10月

4日

平成

28年

2 月

1日

宿毛市平田町戸内

1793番地 1

宿毛市平田町戸内

1898番地 1

高知市南元町90

高知市南元町28－ 5

安芸市宝永町 1－32

安芸市宝永町 3－33

須崎市浦ノ内東分

124番 1

須崎市浦ノ内東分

2217番 2

安芸市川北甲3637番

地

香南市赤岡町569番

地　NCハウス201号

宿毛市平田町戸内

1257－ 2

宿毛市平田町戸内

1255－ 2

土佐市高岡町乙1179

番地21号　YMマンシ

ョン203号室

土佐市高岡町乙1179

番地21号　YMマンシ

ョン102号室

医療機関の名称

つつい脳神経外

科

四万十市国民健

康保険西土佐診

療所

小谷放射線科・

内科

精神通院

医療に関

係がある

診療科名

指定

の辞

退年

月日

平成

26年

1月

31日

平成

27年

3月

31日

平成

28年

6月

1日

医療機関の所在地

安芸市本町二丁目 2番 1

号

四万十市西土佐用井1110

－28

高知市吉田町 2番 8号

医療機関の名称

すずかぜ薬局

精神通院

医療に関

係がある

診療科名

業務

の廃

止年

月日

平成

25年

8 月

31日

医療機関の所在地

高知市上町一丁目 1－ 5
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近森病院第二分

院

ひなた薬局

メンタルクリニ

ックちかもり

なでしこ薬局

四国調剤薬局南

久万店

エール薬局本町

店

大津薬局

ふれあい薬局

IMCうぐるす薬

局

病院通薬局

ニチイケアセン

ター高知訪問看

護ステーション

下元調剤薬局け

んみん前店

朝倉薬局ハーブ

店

みかど薬局茜店

わじき薬局

らいふ調剤薬局

とさ店

四国調剤薬局

四国調剤薬局し

ののめ店

四国調剤薬局は

るの店

四国調剤薬局福

井店

四国調剤薬局や

えもん店

四国調剤薬局く

れだ店

よさこい薬局

やまきた薬局

むこせ薬局

すみれ薬局大月

店

平成

25年

9月

30日

平成

25年

10月

6日

平成

25年

12月

31日

平成

26年

4月

30日

平成

26年

5月

1日

平成

26年

5月

31日

〃

平成

26年

7月

31日

平成

27年

2 月

1日

平成

27年

3月

31日

〃

平成

27年

7月

31日

平成

27年

9月

1日

平成

27年

10月

31日

平成

27年

11月

30日

平成

27年

12月

20日

平成

28年

2 月

1日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平成

28年

2 月

15日

平成

28年

3月

31日

平成

28年

6月

30日

高知市北本町一丁目 1－

7

高知市仁井田653番地 2

高知市駅前町 3番13号

高知市鴨部二丁目 2－ 7

高知市南久万48－15

高知市本町一丁目 4－14

高知市大津乙300－ 2

高知市北竹島町103－138

高知市鵜来巣11番38－10

土佐市高岡町甲1893－ 1

高知市杉井流 1番 2号

宿毛市平田町戸内2194－

15

高知市若草町15－37

高岡郡四万十町北琴平町

1－ 8

安芸郡芸西村和食甲4683

土佐市高岡町甲1892－ 7

高知市高須二丁目18－ 5

高知市東雲町 8番48号

高知市春野町芳原1316－

2

高知市福井扇町1179－ 1

高知市北久保 2－39

南国市久礼田101－13

高知市塚ノ原 1

香南市香我美町山北1280

－ 5

香美市土佐山田町西本町

二丁目 3－ 6

幡多郡大月町鉾土34番 3

高知県告示第480号

平成28年 7月農林水産省告示第1486号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を関係市役所及び町役場に掲示

するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　兵庫県川西市大和西四丁目11番地 6

イ　氏名

　　竹村　正行

( 2 )ア　登記簿記載の住所

室戸市羽根町甲1683番地

イ　氏名

　　　　藤宗　忠義

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市越前町一丁目10番25号

イ　氏名

　　　　谷　俊夫

( 4 )ア　登記簿記載の住所
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　　　　岡山県玉野市玉原二丁目11番 1－204号

イ　氏名

　　　　山下　昌彦

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡橋上村野地1870番地

イ　氏名

　　　　吉村　寅吉

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　幡多郡佐賀町市野々川35番地

イ　氏名

　　　　新見　元

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　幡多郡橋上村野地1274番地

イ　氏名

　　　　山下　健二郎

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　宿毛市小筑紫町栄喜448番地

イ　氏名

　　　　河原　三吉

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡中土佐町大野見奈路567番地

イ　氏名

　　　　岡内　理惠

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市南はりまや町二丁目 1番20号

イ　氏名

　　　　宮本　隆義

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林

として指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 9年 1月農林水産省告示第97号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第481号

港湾法（昭和25年法律第218号）第56条の 4 第 2 項の規定に基

づき工作物、船舶その他の物件（以下「工作物等」という。）を

撤去し、又は撤去させ、同条第 3項の規定により当該工作物等を

保管したので、同条第 4項の規定により次のとおり告示する。

なお、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等につ

いて権原を有する者（以下「所有者等」という。）は、平成29年

1月 6日までに当該工作物等の返還を受けることができる。

平成28年 9月 9日

須崎港港湾管理者　　　　　　

高知県知事　尾﨑　正直

1　保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

( 1 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長6.6メート

ル、船幅1.8メートル）

( 2 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.5メート

ル、船幅1.5メートル）

( 3 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長4.8メート

ル、船幅1.6メートル）

( 4 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.0メート

ル、船幅1.6メートル）

( 5 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長6.0メート

ル、船幅1.6メートル）

( 6 )　ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長8.6メート

ル、船幅2.0メートル）

2　保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を

撤去した日時

須崎市港町108番 1

平成28年 7月 6日午前10時

3　工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

平成28年 7月 6日午前10時

須崎市港町108番 1

4　所有者等の行うべき措置

所有者等は、期限までに高知県須崎土木事務所の指示に従

い、当該工作物等の返還を受けること。

5　港湾管理者の措置

須崎港港湾管理者は、所有者等が 4 の措置を行わないとき

は、港湾法第56条の 4第 5項の規定に基づく売却又は同条第 6

項に基づく廃棄を行うものとする。

なお、期限までに所有者等が判明した場合は、港湾法第56条

の 4 第 8 項の規定により、当該所有者等に当該工作物等の撤

去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用を請求するも

のとする。

6　問い合わせ先

須崎市東古市町 6番26号　高知県須崎土木事務所港湾漁港管

理課管理第一担当（電話番号0889－42－1584）

高知県告示第482号

海岸法（昭和31年法律第101号）第12条第 4 項の規定により所

有者不明の物件を除却し、又は除却させ、当該物件を保管したの

で、同条第 6項の規定により次のとおり告示する。

なお、当該物件の所有者、占有者その他該当物件について権原

を有する者（以下「所有者等」という。）は、平成29年 1月 6日

までに当該物件の返還を受けることができる。

平成28年 9月 9日

海岸管理者　　　　　　

高知県知事　尾﨑　正直

1　保管した物件の名称又は種類、形状及び数量

ＦＲＰ船 1隻（船名及び船舶番号不明）

2　保管した物件の放置されていた場所及び当該物件を除却した

日時

灰方海岸　須崎市灰方字横網代地先

平成28年 7月 6日午前10時

3　物件の保管を始めた日時及び保管の場所

平成28年 7月 6日午前10時

灰方海岸　須崎市灰方字横網代地先

4　所有者等の行うべき措置

所有者等は、期限までに高知県須崎土木事務所の指示に従

い、当該物件の返還を受けること。

5　海岸管理者の措置

海岸管理者は、所有者等が 4の措置を行わないときは、海岸

法第12条第 7項の規定に基づく売却又は同条第 8項の規定に基

づく廃棄を行うものとする。

なお、期限までに所有者等が判明した場合は、海岸法第12条

第10項の規定により、当該所有者等に当該物件の除却、保管、

売却、公示その他の措置に要した費用を請求するものとする。

6　問い合わせ先

須崎市東古市町 6番26号　高知県須崎土木事務所港湾漁港管

理課管理第一担当（電話番号0889－42－1584）

公 告

こうち男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例（平

成10年高知県条例第44号。以下「条例」という。）第 3条に規定

する指定管理者（以下「指定管理者」という。）を次のとおり募

集する。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定管理者が業務を行う施設の概要

( 1 )　施設の名称

こうち男女共同参画センター（以下「センター」とい

う。）

( 2 )　施設の場所

高知市旭町三丁目115番地

( 3 )　施設の概要

募集要項に記載のとおり

2　指定管理者が行う業務

( 1 )　条例第 2条各号に掲げる男女共同参画の推進に関する業

務

( 2 )　センターの許可施設の利用の許可等、利用の許可の取消

し等その他の利用の許可に関する業務

( 3 )　センターの利用料金の収受、利用料金の減免、利用料金
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の還付その他の利用料金の徴収に関する業務

( 4 )　センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

( 5 )　( 1 )から( 4 )までの業務のほか、センターの設置の目的

を達成するために必要な業務

3　指定期間

平成29年 4月 1日から平成34年 3月31日まで。ただし、業務

を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を

取り消すものとする。

4　応募資格

高知県内に主たる事業所（本社又は本店等）を有し、かつ、

3の指定期間中、センターの利用において、県民の平等利用を

確保し、センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その

業務に係る経費の縮減を図り、センターの管理運営を安定して

継続的に行うことができる法人その他の団体又はこれらのもの

により構成されるグループとする。なお、グループの構成は、

次のいずれかとする。

( 1 )　県内事業者のみによるもの

( 2 )　県内事業者及び県外事業者（指定管理を開始する時点ま

でに高知県内に事業所、事務所等を置く者に限る。）による

もの

5　指定の手続

( 1 )　指定管理者の指定を受けようとするものは、( 2 )の募集

期間内に指定管理者指定申請書（以下「申請書」という。）

に次に掲げる書類を添えて、 7の提出場所に持参又は郵送に

より提出すること。

ア　 2の業務に関する事業計画書

イ　 2の業務に関する収支予算書

ウ　定款、規約その他これらに類する書類

エ　法人にあっては当該法人の登記事項証明書（提出の日前

3月以内に発行されたものに限る。）、法人以外の団体に

あっては当該団体の役員名簿及び代表者の住民票の写し

（本籍地の記載は、不要とし、提出の日前 3月以内に発行

されたものに限る。）

オ　申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経

営状況を明らかにする書類

カ　募集要項に記載している応募資格の欠格条項等に該当し

ない旨の誓約書

キ　役員の名簿及び略歴を記載した書類

ク　設立趣旨書、事業内容を記載したパンフレット等団体の

概要が分かるもの

( 2 )　募集期間は、平成28年 9月 9日（金）から同年10月24日

（月）まで（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）第 3 条に規定する休日を除

く。）の午前 8時30分から午後 5時15分までの間（午後零時

から午後 1時までの間を除く。）とする。ただし、郵送によ

る場合は、書留郵便によるものとし、平成28年10月24日午後

5時15分までに 7の提出場所に必着すること。

( 3 )　現地説明会を平成28年 9月16日（金）午後 1時30分から

開催するので、参加を希望するものは、 7の参加申込先に事

前に申し込むこと。

( 4 )　( 1 )の申請書等の提出のあったものの中から指定管理者

の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指

定する。

( 5 )　募集の詳細及び申請書の様式等については、募集要項を

参照すること。

なお、募集要項の配布は、( 2 )の募集期間内に 7で行う。

また、募集要項は、高知県文化生活部県民生活・男女共同参

画 課 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/）からも

入手することができる。

( 6 )　( 1 )の申請書等に虚偽の記載があった場合は、失格とす

る。

6　その他

県は、指定管理者とセンターの管理運営業務に関する協定を

締結し、当該協定に基づき業務に係る経費を指定管理者に支払

う。

7　申請書等の提出場所、現地説明会の参加申込先及び募集要項

の配布場所並びに問い合わせ先

郵便番号780－8570

高知市丸ノ内一丁目 2番20号

高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課

電話番号088－823－9651　ファクシミリ番号088－823－9879

電子メールアドレス141601@ken.pref.kochi.lg.jp

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成28年 9月 9日

高知県知事　尾﨑　正直

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

平成28年度インターネット接続用仮想端末基盤機器等　一

式

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

平成28年12月16日から平成33年12月15日まで

( 4 )　借入物品の納入期限

平成28年12月15日

( 5 )　借入物品の納入場所

高知市本町四丁目 1番16号　高知電気ビル別館

高知県文化生活部情報政策課

( 6 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「平成27～29年度競争入札参加資格者

登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者である

こと。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成27

年度から平成29年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（平成26年 9 月高知県告示第555号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

及び告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0870

高知市本町四丁目 1番16号　高知電気ビル別館

高知県文化生活部情報政策課

電話番号088－823－9773

( 2 )　入札説明書の交付方法
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ア　手渡しによる交付の場合 

平成28年 9 月 9 日（金）から同年10月18日（火）まで

（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の午

前 9時から午後 5時まで（午後零時から午後 1時までの間

を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付する。 

イ　ダウンロードによる交付の場合 

平成28年 9月 9日午前 9時から同年10月18日午後 5時ま

での間に高知県文化生活部情報政策課のホームページ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141201/）で交

付する。

 ( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成28年10月19日（水）午前 9時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成28年

10月17日（月）午後 5時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

高知市丸ノ内一丁目 2番20号　高知県庁本庁舎地下第 5

会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品に係る機能等証明書を平成28年10月 5日（水）

午後 5時までに 3の( 1 )の交付場所に提出し、この一般競争

入札に参加する資格があることの確認を受けなければならな

い。また、開札の日までの間において、知事から当該書類に

関し説明を求められた場合は、これに応じなければならな

い。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申

請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センタ

ーに提出すること。ただし、平成28年 9月27日（火）午後 5

時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入

札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った

場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係

る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased： 

Virtual Desktop Infrastructure System for Internet 

Browsing,  1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Wednesday 5 

October 2016

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 9 :00 A.M. on 

Wednesday 19 October 2016

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive by 5:00 P.M. on Monday 17 October 2016

( 5 )　Contact: Information Policy Division, Department 

of Culture and Community, Kochi Prefectural 

G o v e r n m e n t ,  4 - 1 - 1 6  H o n m a c h i ,  K o c h i  C i t y ,

Kochi 780-0870 Japan

Tel: 088-823-9773

( 6 )　Others: As in the tender documentation



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
8
6
9
号

　
平
成

2
8
年

9
月

9
日
（
金
曜
日
）
　

9

正 誤

9


	目次
	告示
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更の届出
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更の届出
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づく精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定による精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の業務の廃止の届出
	○保安林の指定施業要件の変更に係る通知の掲示
	○港湾法に基づき保管した所有者不明の工作物等の返還
	○海岸法により保管した所有者不明の物件の返還

	公告
	〇こうち男女共同参画センターの指定管理者の募集

	入札公告
	○一般競争入札（平成28年度インターネット接続用仮想端末基盤機器等の借入れ）の公告

	正誤
	○正誤（平25・10・22付け　目次ほか）


